
掛川市規則第１２号

掛川市老人福祉法施行細則等の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月２２日

掛川市長

（別紙）



掛川市老人福祉法施行細則等の一部を改正する規則

（掛川市老人福祉法施行細則の一部改正）

第１条 掛川市老人福祉法施行細則（平成17年掛川市規則第76号）の一部を次のように改正する。

別表第２備考２(1)中「並びに第２項第１号及び第２号（地方税法第314条の７第１項第２号」

を「（同条第２項第１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限

る｡)及び第３号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る｡)」に改め、同表

備考２(2)中「第２項及び第６項」を「第２項、第６項及び第24項」に改め、同表備考２に次の

ように加える。

(4) 所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則第59条第１項及び第60条

第１項

(5) 所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第76条第１項、第77条、

第80条、第81条及び第82条第１項

（掛川市身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第２条 掛川市身体障害者福祉法施行細則（平成17年掛川市規則第85号）の一部を次のように改正

する。

別表第１備考５(1)中「並びに第２項第１号及び第２号（地方税法第314条の７第１項第２号」

を「（同条第２項第１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限

る｡)及び第３号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る｡)」に改め、同表

備考５(2)中「第２項及び第６項」を「第２項、第６項及び第24項」に改め、同表備考５に次の

ように加える。

(4) 所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則第59条第１項及び第60条

第１項

(5) 所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第76条第１項、第77条、

第80条、第81条及び第82条第１項

（掛川市知的障害者福祉法施行細則の一部改正）

第３条 掛川市知的障害者福祉法施行細則（平成17年掛川市規則第86号）の一部を次のように改正

する。

別表第１備考５(1)中「並びに第２項第１号及び第２号（地方税法第314条の７第１項第２号」

を「（同条第２項第１号、第２号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限

る｡)及び第３号（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る｡)」に改め、同表



備考５(2)中「第２項及び第６項」を「第２項、第６項及び第24項」に改め、同表備考５に次の

ように加える。

(4) 所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則第59条第１項及び第60条

第１項

(5) 所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第76条第１項、第77条、

第80条、第81条及び第82条第１項

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


